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姫路港広畑地区
国際物流ターミナル整備事業

石狩湾新港東地区
国際物流ターミナル整備事業

西之表港洲之崎地区
複合一貫輸送ターミナル整備事業

四日市港霞ヶ浦地区
国際物流ターミナル整備事業

清水港新興津地区
国際物流ターミナル整備事業

舞鶴港和田地区
国際物流ターミナル（-12m）整備事業

令和３年度 港湾局関係 新規事業候補 位置図
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川内港唐浜地区
国際物流ターミナル整備事業

：サプライチェーンの強靱化
：農林水産物・食品の輸出促進
：内航フェリー・RORO輸送網の構築、
離島交通の安定的確保



令和３年度新規事業候補の概要
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サプライチェーンの強靱化

石狩湾新港において、貨物需要の増大や船舶の大型化に対応するため、東地区において岸壁の整備、泊地の浚渫等、国際物流ターミナルの整備を行う。
石狩湾新港東地区 国際物流ターミナル整備事業
いしかりわんしんこう ひがしちく

清水港において、パルプやコンテナ貨物量の増加及び船舶の大型化に対応するため、新興津地区において岸壁の整備、泊地の浚渫等、国際物流ターミナル
の整備を行う。

清水港新興津地区 国際物流ターミナル整備事業
しみずこう しんおきつちく

四日市港において、コンテナ貨物量の増加や船舶の大型化に対応するため、霞ヶ浦地区において岸壁の整備、泊地の浚渫等、国際物流ターミナルの整備を
行う。

四日市港霞ヶ浦地区 国際物流ターミナル整備事業
よっかいちこう かすみがうらちく

舞鶴港において、貨物需要の増大や船舶の大型化に対応するため、和田地区において岸壁の整備等、国際物流ターミナルの整備を行う。
舞鶴港和田地区 国際物流ターミナル（-12m）整備事業
まいづるこう わだちく

姫路港において、貨物需要の増大や船舶の大型化に対応するとともに、円滑な陸上輸送を確保するため、岸壁や臨港道路の整備等、国際物流ターミナル
の整備を行う。

姫路港広畑地区 国際物流ターミナル整備事業
ひめじこう ひろはたちく

川内港において、林産品の輸出量増加等に伴う船舶の大型化に対応するため、唐浜地区において岸壁の整備、航路・泊地の浚渫等、国際物流ターミナル
の整備を行う。

川内港唐浜地区 国際物流ターミナル整備事業
せんだいこう からはまちく

西之表港において、貨物需要の増大に伴う船舶の大型化に対応するとともに、大規模地震発生時の緊急物資輸送拠点とすることを目的として、洲之崎地
区において岸壁の整備、泊地の浚渫等、複合一貫輸送ターミナルの整備を行う。

西之表港洲之崎地区 複合一貫輸送ターミナル整備事業
にしのおもてこう すのさきちく

内航フェリー・RORO輸送網の構築、離島交通の安定的確保

農林水産物・食品の輸出促進



サプライチェーンの強靱化を取り巻く状況
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○世界各地域において、我が国との貿易額は増大傾向にあり、特にASEAN諸国や中国、韓国等のアジア諸国と

の伸び率が大きい。
○我が国とアジア諸国との貿易額は、北米やヨーロッパ地域を上回る規模に成長。

ASEAN

3.5
倍

2,481億ドル
輸出：1,599億ドル
輸入： 882億ドル

NAFTA

1.6
倍

1,589億ドル
輸出： 822億ドル
輸入： 767億ドル

EU

1.8
倍

〈各地域と日本との貿易額〉 （1990年⇒2019年）

1990（億ドル）

伸び率
2019年貿易額

1990年貿易額

【凡例】

注）中国には、香港を含む。
出典：ＪETRO「世界貿易マトリクス」（1990年、2019年）より国土交通省港湾局作成

4.8
倍

中国・韓国・台湾

4,112億ドル
輸出：2,198億ドル
輸入：1,914億ドル

世界各地域と我が国との貿易額の推移

4

860億ドル
輸出：511億ドル
輸入：349億ドル

1,574億ドル
輸出：1,001億ドル
輸入：572億ドル

908億ドル
輸出：596億ドル
輸入：311億ドル

2,104億ドル
輸出：1,062億ドル
輸入：1,042億ドル

607億ドル
輸出：334億ドル
輸入：273億ドル

2019（億ドル）
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地域の基幹産業の競争力強化のための港湾投資

港湾管理者資料、新聞報道等より国土交通省港湾局作成

２０２０年９月現在。港湾整備に対応した民間投資と新規雇用の例を記載(なお、主に

公表情報を元に記載しているため、計上されていない民間投資額、雇用人数もある。
一部、将来分を含む)。

港湾における公共投資に伴い、
地域への民間投資が促進されて
いる。

臨海部への建機工場等の新規
立地(約１，０４０億円)、内陸部の
工場設備増強(約６５０億円)
投資額：約１，６９０億円

(Ｈ１８～Ｒ３)
雇用増：約２，２００人

茨城港

舞鶴港
国際物流ターミナルの整備

約２７１億円(Ｈ１～Ｈ２１)

加工食品工場の増設等

投資額：約３４８憶円
(Ｈ２１～Ｒ２)

雇用増：約１４０人

国際物流ターミナル

航路・泊地
(-14m)

加工食品工場

和田地区

岸壁(-14m)

臨海部への食料コンビナートの
新規立地

投資額：約３３４億円
(Ｈ２７～Ｈ３１)

雇用増：約１００人

国際物流ターミナルの整備

約２６９億円(Ｈ２９～Ｒ７)

高松港
国際物流ターミナルの整備

約１３８億円(Ｈ１７～Ｒ２)

香西地区 朝日地区

建設用クレーン工場

航路、泊地
(-12m)

岸壁(-12m)(耐震)

国際物流ターミナル

臨海部への建設用クレーン
工場の新規立地

投資額：約２１５億円
(Ｈ２９～Ｒ１)

雇用増：約１００人

臨海部への製材加工工場の新規
立地等

投資額：約６８１億円
(Ｈ２５～Ｒ２)

雇用増：約６８０人

岸壁、防波堤等の整備

約４４８億円(Ｈ９～Ｒ５)

細島港

製材加工工場
新規立地・増設

泊地(-7.5m)
岸壁(-7.5m)

防波堤

岸壁、防波堤等の整備
(復興事業)

約８１億円(Ｈ２３～Ｒ２)

相馬港

沖防波堤

LNG火力発電所

LNG基地

バイオマス発電所

岸壁(-12m)(耐震)

航路・泊地
(-12～14m)

国際海上コンテナターミナル

の整備

約２５５億円(Ｈ２０～Ｈ２７)

自動車部品
加工工場

物流施設

清水港

泊地(-15m)

岸壁(-15m) (耐震)

内陸部への産業機械工場の
新規立地等

投資額：約３７２億円
(Ｈ２６～Ｒ２)

雇用増：約５２０人

国際物流ターミナルの整備

約１８０億円(Ｈ２６～Ｈ３０)
(うち、民間の荷役機械の投資３８憶円)

臨海部への飼料工場の新規
立地等(約１１６億円)、内陸部の
牛舎等の整備(約９１億円)
投資額：約２０７億円

(Ｈ２７～Ｒ３)
雇用増：約１１０人

航路・泊地(-12m)

岸壁(-12m)

国際物流ターミナル

食料
コンビナート

荷役機械

水島港

岸壁(-14m)航路・泊地(-14m)

泊地(-14m)

飼料工場

サイロ

荷役機械

国際物流
ターミナル

釧路港

岸壁、防波堤等の整備

約１，１８３憶円
(Ｈ４～Ｒ８)

防波堤(東)
波除堤(中央)

岸壁(-12m)(耐震)

岸壁(-10m,
-12m,-14m)

国際物流ターミナル

建機工場B社建機工場A社 建機工場C社

国際海上コンテナターミナル

火力発電所

産業用ロボット
生産工場

臨海部へのＬＮＧ基地の
新規立地等

投資額：約２，２４３億円
(Ｈ２６～Ｒ２)

雇用増：約１７０人

国際海上コンテナ
ターミナル



農林水産物・食品の輸出促進を取り巻く状況
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○ 品目別では、加工食品（アルコール飲料、調味料、清涼飲料水、菓子等）と水産物（生鮮魚介類、真珠等）で５割以上を占める。
○ 輸出国については、アジア圏、特に香港、中国、台湾が多い。
○ 輸出手段はコンテナによる海上輸送が約８割であり、リーファーコンテナは全体の約３割。

■令和元年度農林水産物・食品輸出の運送形態別の割合

加工食品

35.9%

水産物

23.7%
その他農産物

10.9%

水産調製品
7.8%

畜産品
7.8%

穀物等
5.1%

野菜・果実等
4.9%

林産品
4.1%

9,121億円

■令和元年農林水産物・食品の輸出額の国・地域別内訳

香港

2,037億円
(22.3%)

中国

1,537億円
(16.9%)

台湾

904億円
(9.9%)

大韓民国

501億円
(5.5%)

ベトナム

454億円
(5.0%)

タイ

395億円
(4.3%)

シンガポール

306億円
(3.4%)

フィリピン

154億円
(1.7%)

アメリカ合衆国

1,238億円
(13.6%)

オーストラリア

174億円
(1.9%)

EU
494億円
(5.4%)

その他

927億円
(10.2%)

■令和元年農林水産物・食品の輸出額の品目別内訳

9,121億円

出典：財務省「貿易統計」

我が国における農林水産物・食品の輸出の現況

海上コンテナ貨物
82%

コンテナ以外
18%

リーファコンテナ
33%

ドライコンテナ他
48%

海上バル

ク

3%

航空貨物
16%

9,121億円

出典）農林水産省資料、財務省「貿易統計（R1）」及び「H30全国輸出入コンテナ
貨物流動調査」より国土交通省港湾局作成

※１ 農林水産物・食品の輸出額は、農林水産省資料に基づく

※２ 農林水産物・食品の運送形態別割合は、貿易統計（概況品別品別表）より算出

※３ 海上コンテナ貨物に占めるリーファーコンテナの割合は、H30全国輸出入コンテナ貨物流動調査より算出
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農林水産物・食品の輸出額の目標

○ 我が国の農林水産物・食品の２０１９年の輸出額は９，１２１億円であり、７年連続過去最高を更新
したものの、目標である１兆円には至らなかった。

○ 我が国政府としては、２０３０年の農林水産物・食品の輸出額の目標を５兆円（２０２５年に２兆円）と
設定したところ。

出典：農林水産物・食品の輸出拡大のための輸入国規制への対応等に関する関係閣僚会議 （第６回） 8



① 生産者、卸売事業者、物流・港湾事業者が連携した計画を策定（川上から川下までの連携を強化）

産地と港湾が連携した農林水産物・食品のさらなる輸出促進

○２０３０年の農林水産物・食品の輸出額を５兆円とする政府目標の達成に向け、港湾を通じた農林水産物・食品の輸出をこれ
まで以上に促進するため、生産関係者や港湾関係者が連携して策定する実施計画を農林水産省及び国土交通省が共同して
認定した場合に、施設整備に係る支援の拡充や、関連する予算の重点化を行う。

＜具体の取組イメージ＞

生産者 卸売事業者 物流・港湾事業者

② 高機能コンテナやＲＯＲＯ船を
活用した実証事業の実施

産地 国内流通（市場等） 港湾 海外

小売業者

海上コンテナ
81.6%

海上バルク
2.9%

航空貨物
15.5%

9,121億円
（2019年）

4431 4593 4968 5661 5877

263 268 355
376 3712757 2640 2750
3031 2873

0

5,000

10,000

15,000

2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 … 2030年

林産物 水産物 列1

9,121
7,451

政府目標
１兆円

(2019年)

約5倍
50,000

億円

政府目標
5兆円

(2030年)

＜農林水産物・食品の輸出額の推移と輸出手段別割合＞ ＜農林水産省・国土交通省の連携による支援＞

… 農林水産省 国土交通省

④ 関連する予算の重点化

輸出先国の政府機関等との
協議の加速化

輸出に必要な施設認定等の
輸出手続の円滑化

輸出先国の規制に関する情報
提供等による事業者の支援

① 関係者が連携
した計画を策定

② 実証事業
の実施

③ 民間事業者による温度・
衛生管理が可能な
荷さばき施設の整備
【拡充】

③ 民間事業者による温度・衛生管理が
可能な荷さばき施設の整備 【拡充】

④ 関連する予算の重点化

出典：農林水産省資料、貿易統計に基づき国土交通省港湾局作成

積替施設（CFS等）
（出典：金剛産業㈱ HP）
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離島交通の安定的確保を取り巻く状況
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内航フェリー・ROROネットワークの構築

□博多～敦賀 新規RORO航路
（近海郵船） 令和元年4月就航
※13年ぶりに復活
・総トン数 ：約9,800トン
・所要時間 ：約19時間

石垣

名瀬

那覇

平良

釧路

東京
千葉

茨城

八戸

大阪

堺泉北

宇野

松山

岩国

苅田

大分

宮崎
油津

広島 横須賀
三河

神戸

鹿児島

敦賀

川崎

徳島小松島

新潟

秋田

小樽

舞鶴

清水

苫小牧

亀徳
和泊

与論本
部

仙台

細島

志布志

博多

北
九
州

三島

御前崎

別府

水島

名古屋

名古屋

坂
出

中
津

○フェリー・ROROの就航状況※2・新規就航の例

RORO船
フェリー

□北九州～横須賀
新規フェリー航路
（SHKグループ新会社）
令和3年7月 就航予定
・総トン数 ：約15,400トン
・所要時間 ：約21時間

●北九州港における取組

新たに岸壁、ふ頭用地を整備し、
複合一貫輸送ターミナルを機能強化

※２ フェリーについては、300km以上の長距離航路のみ記載

○トラックドライバー不足への対応や災害に強い効率的な輸送ネットワークの構築を図るため、フェリー・ROROターミナルの機能
強化を図る。

●苫小牧港における取組

岸壁の改良、ふ頭用地を整備し、
複合一貫輸送ターミナルを機能強化

□苫小牧～東京～清水～大阪
～清水/東京～仙台
新規RORO航路
（栗林商船） 平成30年5月就航

・総トン数 ：約13,000トン

大分港 大在西地区
複合一貫輸送ターミナル整備事業

・総事業費 １５６億円
・整備期間 Ｒ２年度～Ｒ１１年度
・航路 大分～東京（商船三井フェリー他）

清水（川崎近海汽船）

○フェリー・RORO船の大型化の動向

※1 フェリーについては、100km以上の中長
距離航路を航行する船舶を対象。
フェリー・RORO船とも離島航路を除く。

出典：海上定期便ガイド、内航船舶明細書、
日本船舶明細書を基に国交省港湾局作成

フェリー・RORO船の平均船型※1

北海道胆振東部地震後のフェリー
による緊急車両の輸送
（苫小牧港 H30.9.8撮影）

総トン数 2000年 2020年

フェリー 約10,000トン 約11,000トン

RORO船 約5,400トン 約11,000トン

高松港 朝日地区
複合一貫輸送ターミナル整備事業

・総事業費 ７３億円
・整備期間 Ｒ２年度～Ｒ７年度
・航路 高松～神戸（ジャンボフェリー）

○R２年度新規事業の例

泊地
（水深7.5m，5.4ha）

岸壁
（水深5m，延長200m）

岸壁
（水深9m，延長460m）

護岸
（125m）

ふ頭用地
（21ha）
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離島交通の安定的確保

神津島港(伊豆諸島)
こうづしま

香深港(礼文島)
かふか

防波堤

防波堤

フェリー

厳原港(対馬)
いづはら

岸壁(水深5.5m)(改良)
令和2年12月供用

岸壁(水深7.0m)

ｼﾞｪｯﾄ
ﾌｫｲﾙ

フェリー

臨港道路

台風後のコンビニ（石垣市） 定期船入港前のスーパー（宮古島市）

普段でも定期船の入港前は品薄となる
ため、定期船の遅れや欠航は住民生活
に大きな影響を与える

荒天時の定期船の入港（神湊港）
かみなと静穏度が悪く接岸に苦慮している

■就航率の向上や人流・物流の安全確保のための整備例

■荒天が発生した際の離島への影響例

○ 「新たな日常」においても、公共交通が「地域の足」として不可欠なサービスであることに変わりはなく、条件不利地域の離島
における住民生活の安定の確保をするため、離島航路の就航率の向上や人流・物流の安全確保のための防波堤及び岸壁
等の整備、離島ターミナルのバリアフリー化を推進する。
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有人国境離島地域の概要

有人国境離島地域
の名称

有人国境離島地域を
構成する離島

都道県 市町村

礼文島 北海道 礼文町

利尻島
利尻町
利尻富士町

奥尻島 奥尻島 北海道 奥尻町
三宅島 東京都 三宅村
御蔵島 御蔵島村
八丈島 八丈町
青ヶ島 青ヶ島村

佐渡 佐渡島 新潟県 佐渡市
舳倉島 舳倉島 石川県 輪島市

島後 島根県 隠岐の島町
中ノ島 海士町
西ノ島 西ノ島町
知夫里島 知夫村

見島 見島 山口県 萩市
対馬 対馬　海栗島　泊島　赤島　沖ノ島 長崎県 対馬市
壱岐島 壱岐島　若宮島　原島　長島　大島 長崎県 壱岐市

宇久島 寺島 長崎県 佐世保市
六島 野崎島 納島　小値賀島 黒島
大島 斑島

小値賀島町

中通島 頭ヶ島　桐ノ小島 若松島
日島 有福島 漁生浦島

新上五島町

奈留島 前島 久賀島　蕨小島 椛島
福江島 赤島 黄島 黒島　島山島
嵯峨ノ島

五島市

江島 平島 西海市
甑島列島 上甑島 中甑島 下甑島 鹿児島県 薩摩川内市

種子島 鹿児島県
西之表市
中種子町
南種子町

馬毛島 西之表市
屋久島 屋久島　口永良部島 鹿児島県 屋久島町
三島 竹島　硫黄島　黒島 鹿児島県 三島村

吐噶喇列島
口之島 中之島　諏訪之瀬島 平島
悪石島 小宝島 宝島

鹿児島県 利島村

五島列島

隠岐諸島

伊豆諸島南部地域

利尻・礼文

種子島

〇有人国境離島地域は、日本国民が住居していることにより、漁業、海洋における各種調査、領海警備、低潮線保全区域の監
視等の領海等の保全等に関する活動の拠点として極めて重要な機能を有している。

○本土から遠隔の地に位置し、かつ、人口が著しく減少している特定有人国境離島地域は、将来無人化のおそれがあるが、一
度、無人化すると、有人国境離島地域が有する活動拠点としての機能の維持が著しく困難となる。

Ⅰ有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持の意義

■特定有人国境離島地域 一覧

出典：H29.4.7内閣総理大臣決定「有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する基本的な方針」
（内閣府HP掲載） 等より抜粋

Ⅱ有人国境離島地域の保全
■有人国境離島地域 位置図
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港湾の防災・減災、国土強靱化
を取り巻く状況

14



15

防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策（港湾・海岸）

○我が国の輸出入貨物量の99.6%を取り扱う港湾は、人口や資産が集中する島国日本の生命線であり、人命防護、資産被害
の最小化は当然として、災害に強い海上輸送ネットワーク機能の構築に向けて、速やかに対策を講じることが必要。

○港湾・海岸において、「激甚化する風水害や切迫する大規模地震等への対策」、「予防保全型インフラメンテナンスへの転換に
向けた老朽化対策の加速」、「国土強靱化に関する施策を効率的に進めるためのデジタル化等の推進」の柱に基づき、取組の
更なる加速化・深化を図るため、令和３年度から７年度までの５か年で重点的かつ集中的に対策を講ずる。

港湾における津波対策 港湾における地震対策 港湾における高潮・高波対策 港湾等の埋塞対策

港湾・海岸における老朽化対策

港湾における走錨対策

港湾におけるデジタル化に
関する対策

港湾における災害情報
収集等に関する対策

港湾における研究開発に
関する対策

防波堤

基礎マウンド

海底地盤

外力

天端形状の工夫

腹付の設置 洗掘防止マットの敷設

越流

被覆ブロック
の設置

「粘り強い構造」を導入した
防波堤の整備を実施

海上交通ネットワーク維持の
ための耐震強化岸壁の整備
や臨港道路の耐震化等

港湾施設の嵩上げ・補強等の
浸水対策を実施

避泊水域確保のための
防波堤等を整備

豪雨等による大規模出水時
等に備えた埋塞対策を実施

Ⅰ. 激甚化する風水害や切迫する大規模地震等への対策

Ⅱ. 予防保全型インフラメンテナンス
への転換に向けた老朽化対策

予防保全型維持管理の実現に向けた港湾施設・海岸保全施設
の老朽化対策を推進し、港湾・海岸の安全な利用等を確保する

Ⅲ.国土強靱化に関する施策を効率的に進めるためのデジタル化等の推進

災害関連情報の収集・集積を
高度化し、災害発生時の迅速
な復旧等の体制を構築

国土強靱化に直結する研究開
発を行うための体制を構築

i-Construction等の推進や、
港湾関連データ連携基盤の構築

海岸の整備

波浪の見直し

施設の補強・嵩上げ

多重防護

波浪の見直し

施設の補強・嵩上げ

多重防護

切迫性・緊急性の高い自
然災害に備えた海岸の整
備を推進



港湾における脱炭素化を取り巻く状況
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脱炭素化に配慮した港湾機能の高度化（イメージ）

アマモ場

海 洋 は 陸 域 と 同 等 量 の
CO2を吸収

※藻場や浅場等の海洋生態系により蓄積される炭素

ブルーカーボン（※）生態系の活用可能性の検討次世代エネルギーの活用の検討

ＬＮＧバンカリング拠点の形成

セキュリティを確保した「非接触型」のデジタル物流システムの構築

東京湾エリア
(2021年～)

伊勢湾・三河湾
エリア
(2020年～)

LNG燃料船

ＬＮＧバンカリングのイメージ

LNG燃料供給船

洋上風力発電の導入・脱炭素化の推進（イメージ）

※洋上風力発電の余剰電力を
活用した水素生成も視野に検討陸上電力

供給設備

船舶

岸壁

接岸中の船舶への
電力供給（陸電）を、
化石燃料からカーボ
ンニュートラルな電力
に切り替える。

船舶への陸上電力供給の推進

港湾荷役機械等への燃料電池導入、カーボン
ニュートラルな電力の活用等に取り組む。

港湾・空間の高度化

港湾を経由した次世代エネルギーの利活用（製造・輸送・貯蔵・利用等）（イメージ）

※企業による次世代エネルギーの利活用の例

バイオマス燃料・
ＬＮＧ・水素等

を製造 【海外】
海上輸送

我が国港湾にて荷揚げ・貯蔵

出典： 国際エネルギー機関（ＩＥＡ）
配送 脱炭素化に取り組む

立地企業が利活用

港湾・物流の高度化

カーボンニュートラルの
実現に貢献

ローリー・パイプライン等

国内海上輸送ネットワークを活用した
脱炭素化の推進

洋上風力発電

余剰
電力

バイオ燃料等 水素

資源化

水素等
資源化

洋上風力発電

電力
系統へ

電力
系統へ

供給

余剰
電力

バイオマス燃料・
ＬＮＧ・水素等の輸入

フェリー・
ＲＯＲＯ

バイオ燃料等 水素

立地産業

物流施設（冷凍・
冷蔵倉庫） 等

17

○世界的な脱炭素化への動きや政府方針等を踏まえ、我が国の輸出入の99.6%を取り扱い、CO2排出量の約６割を占める産業
の多くが立地する港湾において、脱炭素化に配慮した港湾機能の高度化等を通じて「カーボンニュートラルポート（CNP）」を形
成し、我が国全体の脱炭素社会の実現に貢献していく。



政府の計画・基本方針等
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国土形成計画 （平成27年8月14日閣議決定）

● 企業の立地環境を向上させ、我が国産業の国際競争力を強化するため、国際コンテナ戦略港湾、国際バルク戦略港湾を

核とした国際物流ネットワークの強化を推進する。また、地域の基幹産業の競争力強化に資する港湾の機能強化を通じた

物流ネットワークの充実を図る。

● 地域の産業・生産基盤を担い、国民生活の安定を支える港湾の整備及び拡充を通じて、産業物流のコスト低減及びサー

ビス水準の向上を図り、地域活性化や企業立地の促進につなげる。

● 複合一貫輸送網の拠点となる港湾については、船舶の大型化に対応した係留施設等の整備、防波堤の整備による静穏

度の確保、幹線道路と接続する臨港道路の整備及び港湾背後地の物流拠点の機能の充実を図る。

政府の計画・方針等【抜粋】

第4次社会資本整備重点計画 （平成27年9月18日閣議決定）

● 地域の個性を活かした地域産業の活性化、競争力の強化を図る上で、地方における経済産業活動の生産性の向上は不

可欠である。このため、生産性の向上を図り、民間投資を誘発する人流・物流ネットワーク等の社会資本のストック効果を最

大限に発揮させることが重要である。
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政府の計画・方針等【抜粋】

経済財政運営と改革の基本方針2020 （令和2年7月17日閣議決定）

20

感染症の拡大の影響により脆弱性が顕在化したことを踏まえ、生産拠点の集中度が高いもの等について、国内

外でサプライチェーンの多元化・強靱化を進める。さらに、価値観を共有する国々との物資の融通のための経済

安全保障のルールづくりを進める。道路や港湾など生産性向上等に直結する社会資本の重点的な整備に加え、

航空や鉄道などの必要な輸送能力の確保を図るとともに、データ、新技術も活用した物流の効率性・安全性の向

上に資する取組を加速する。 グローバル・サプライチェーンの強靱化の観点から、エネルギー・鉱物資源の安定

供給の確保や、企業間連携を含め海運・造船業などの海事産業の競争力強化に官民を挙げて取り組む。

●サプライチェーンの多元化等を通じた強靱な経済・社会構造の構築

●農林水産業の活性化

食品産業と産地の連携・協業、物流拠点の整備等によるフードサプライチェーンの強化を図るとともに、穀物備

蓄の確保や輸入の多角化について検討しつつ、食料の需給状況の分析強化等を通じ、輸入食料の安定的な確

保を図る。

2025年に２兆円、2030年に５兆円とする新たな輸出額目標に向け、農林水産物・食品輸出本部の下で、輸出先

国との規制緩和・撤廃の協議の加速化、証明書発行の迅速化等を推進するとともに、ＧＦＰ（農林水産物・食品輸

出プロジェクト）を通じた海外の規制等に対応した産地形成の強化、輸出物流の効率化・高度化、ＪＦＯＯＤＯによ

る戦略的マーケティング、食産業の海外展開、多様なビジネスモデルの創出等を進める。

パリ協定に基づく長期戦略102に基づき、改定予定の地球温暖化対策計画を踏まえ、環境と成長の好循環を実

現するため、水素等の脱炭素化の取組を推進する。特に、「革新的環境イノベーション戦略」103に基づき研究開

発や投資を促進し、産業革命以来増加を続けてきた二酸化炭素を減少へと転じさせる「ビヨンド・ゼロ」を目指す。

グリーンボンドの発行等を含め、ＥＳＧ投資を推進する。脱炭素化という国際的な責任を果たすため、徹底した省

エネルギーの推進と併せ、再生可能エネルギーについて、主力電源化を目指し、国民負担の抑制を図りながら最

大限の導入を促す。

●持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）を中心とした環境・地球規模課題への貢献



政府の計画・方針等【抜粋】

21

成長戦略フォローアップ （令和2年7月17日閣議決定）

総合物流施策大綱（2017年度～2020年度） （平成29年7月28日閣議決定）

国際コンテナ戦略港湾において、我が国への基幹航路の維持・拡大を図るため、国内各地及びアジア広域からの貨物

の集約や港湾背後への産業集積による貨物の創出、国も出資した港湾運営会社による一体的かつ効率的な港湾運営、

大水深コンテナターミナルの整備を推進する。

国際バルク戦略港湾において、資源、エネルギー、食糧等のバルク貨物を輸送する大型船が入港できるよう、拠点的

な港湾整備を行い、国全体として安定的かつ効率的な海上輸送網の形成を促進する。

その他の港湾においても、港湾機能を充実させ、フェリーやRORO 船の就航など、国際海上航路の選択肢の多様化

を図るほか、後背地への流通加工機能の集約化等により、国際競争力を強化する。

●農林水産業全体にわたる改革とスマート農林水産業の実現

② 輸出の促進

生産者への輸出診断等を行う「農林水産物・食品輸出プロジェクト」（GFP）の優良事例の発信を2020年度中に開始す

るとともに、グローバル産地づくり、産地と港湾が連携したプロジェクト等を通じたコールドチェーンの確保、加工食品の

海外規制への対応、日本食品海外プロモーションセンター（JFOODO）による徹底的な市場調査等を進める。

●エネルギー・環境

① 強靱かつ持続可能な電気の供給体制の確立

・洋上風力発電に不可欠な基地港湾の2020年度内の指定を目指すとともに、2021年度までに安全指針を策定する。

⑤ 産業・運輸分野での取組

・港湾物流や臨海部産業の低炭素化に向けて、船舶への陸上電力供給設備の活用等を行うとともに、2023年度まで

に藻場や浅場等の海洋生態系により蓄積される炭素（ブルーカーボン）の貯留量の計測方法を確立し、国連気候変

動枠組条約等への反映を目指す。

●港湾施設の整備


